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▎こども計画とは

▎計画の期間

こども計画とは、こども大綱を勘案し、自治体における施策や地域資源、こどもや子育
て当事者等の意見を反映し作成するものです。こども大綱では「こどもまんなか社会」の
実現を目指しており、それぞれの自治体が、こども大綱を勘案した自治体こども計画を策
定することで「こどもまんなか社会」の実現を目指すことを目的としています。
箕輪町においては、令和 2年度（2020年度）に「第 2期箕輪町子ども・子育て支援事
業計画」を策定し、「安心して出産し、子育てしやすい環境を整えることで子どもを産む
人の希望が叶うまちづくり」を基本理念として、「幼児期の保育・教育の提供」や「地域
子ども・子育て支援事業の推進」等の事業を推進してきました。また、令和 6年（2024年）
4月に「箕輪町こども・子育て応援条例」を施行し、こどもの成長を妊娠期からこどもが
成人に至るまで切れ目なく支援し、地域全体で喜びや楽しさを実感しながら子育てができ
る社会づくりを進めていくこととしています。
こども基本法では、市町村は国のこども大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村
こども計画を作成するよう努力義務が課せられており、以上のことも踏まえて「箕輪町こ
ども計画」を策定します。また、本計画では「第 3期子ども・子育て支援事業計画」と一
体的に策定することとします。
本計画を推進することで、より一層、行政、地域住民、関係団体等が相互に連携しながら、
こどもまんなか社会を実現していくことを目指します。

箕輪町内に在住、在学、在勤するすべてのこども・若者とすべての子育て当事者を対象
とします。なお、対象となる「こども・若者」の範囲は、0歳から 40歳未満とします。

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

箕輪町振興計画

箕輪町こども計画

箕輪町子ども ・ 子育て支援事業計画

こどもまんなか社会とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこど
もの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし
てひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等に関わらず、
ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態
（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会のことです。

▎計画の対象

▎こどもまんなか社会とは

第 5 次 （H28 ～ R7）

第 2 期 （R2 ～ R6） 第 3 期 （R7 ～ R11）

こども計画 （Ｒ７～Ｒ 11）
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▎こども・若者や子育て家庭を取り巻く状況

▎こんな意見をいただきました

約22%減少

半数以上は

知らない

約57%増加

年齢とともに

悩みが増加

２倍以上増加

2020 年 ： 24,989 人

2050 年 ： 19,588 人
（2050 年は推計）

人口 少子高齢化
65歳以上人口

合計特殊出生率

2020 年 ： 約 30%

2050 年 ： 約 42%
（2050 年は推計）

1988-1992 年 ： 1.83

2018-2022 年 ： 1.54

児童虐待障がい福祉サービス

給付費

2019 年 ： 約 4600 万円

2023 年 ： 約 9400 万円

利用者

2019 年 ： 751 人

2023 年 ： 1,178 人

2022 年 ： 17 件
（内訳）

身体的虐待 ： 7 件

性的虐待 ： 1 件

心理的虐待 (DV) ： ５件 

心理的虐待 ： 4 件

ネグレクト ： 0 件

こどもの権利の認知度
「意見を表明する権利」

世帯構成 こども ・若者の現状
困りごとがある人

内容を知らない人 ：

約 52%

約 2.6 人 / 世帯

共働き世帯 ： 約 66%

小学生 ： 約 38％

17 歳 ： 約 52％

【保護者の課題】

・ 家族以外の話し相手が少ない

・ 仕事復帰がむずかしい

・ 産後の体調不良に悩んでいる

・ こどもに関することで悩んでいる （成長、

遊び、 健康、 友達関係など）

・ 適切なアドバイスがほしい　等

【こどもが望む町の姿】

・ 地域行事が楽しいから続けてほしい

・ いじめや差別がなくなってほしい

・ 気楽に相談できる方法を考えてほしい

・ 交流施設、 フリースペースがもっとほしい

・ 遊ぶ場所がほしい

・ 図書館の本の種類を増やしてほしい　等

【こどもから大人に言いたいこと】

・ もっと話を聞いてほしい

・ こどもの意見を尊重してほしい

・ 勉強についていけるか不安

・ 性自認について寛容であってほしい

・ もっといろんなところに行きたい

・ ごみを捨てないでほしい　等
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▎基本理念

▎基本目標

1.	こども・若者の権利が守られ、安心して生活できる
すべてのこども・若者には大人と同じように幸せに暮らしていく権利があります。
わたしたちは、こども・若者が健やかに成長していくために、その権利や生活を守るこ
とはもちろん、大人や地域社会に対して、こどもの権利について啓発と理解を促進してい
きます。

2.	こども・若者が健やかに育つことができる
こども・若者が健やかに育つためには、それぞれの発達段階に応じた支援を行っていく
必要があります。
わたしたちは、行政・家庭・学校・関係機関等で連携し、こどもや若者への適切な時期
に適切な支援を行えるよう情報を共有し、支援を実施していきます。

3.	子育ての喜びや楽しさを実感できる
子育て当事者だけでなく、地域全体で子育ての喜びや楽しさを実感できる町を目指すた
めに、全員で子育てを応援や協力する必要があります。
わたしたちは、行政だけでなく、地域や事業者、NPO団体などが連携・協働できる仕
組みを構築し、さまざまな支援を行うことを目指します。

すべてのこども・若者が　心も体も　幸せに暮らす
こどもまんなかのまち

私たちは、どんな場所でもこどもの権利が守られ、こども達の笑顔があふれるまちを目
指します。
そのために、こどもや子育て当事者の声により一層耳を傾け、その権利や意見について、
地域全体で共有を図っていきます。
また、行政・地域・住民・事業者・関係機関などさまざまな主体の連携・協働による活
動を通して、こどもの安全を守り、安心を提供していきます。
私たちは、こども一人ひとりの可能性や力を信じて見守り、支援するとともに、大人が
あるべき姿を見せることで、こどもと大人が信頼し合える関係を築いていきたいと考えて
います。
さらに子育て当事者が孤立しないよう、悩みや不安を気軽に相談でき、多くの人や地域
と関わることができる交流を通して、地域全体も活性化していくまちを目指します。

•	 	こども・若者や子育て当事者に対し、切れ目のない支援を進めていきます
•	 そのためには行政・住民・地域・事業者・学校・関係機関など多様な主体がさまざま
な場面で連携し、町全体で一体となって進めていきます

▎全てのこどもが安心して健やかに成長するために
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▎施策の体系
基本理念 基本目標 施策の項目 おもな取組

す
べ
て
の
こ
ど
も
・
若
者
が
　
心
も
体
も
　
幸
せ
に
暮
ら
す

こ
ど
も
ま
ん
な
か
の
ま
ち

こども ・若者の権利

が守られ、 安心して

生活できる

ライフステージを通じた取組

（1）  こども ・ 若者の権利への

理解促進

こども ・ 若者の権利について

の啓発

（2）  多様な遊びや体験、 活躍

できる機会づくり

こども ・ 若者向けのイベントや

体験会の企画、 継続

（3）  切れ目のない保健医療福

祉教育の支援体制

保健医療福祉教育の支援体制

の構築

（4） こどもの貧困対策 関係機関や地域などと連携に

よる情報収集、 啓発

（5）  障がい児 ・ 医療的ケア児

等への支援

ソーシャルインクルージョンの

推進

（6） 児童虐待防止対策 家庭養育に課題を抱える家庭

への支援

虐待を受けたこどもへの支援 ・

カウンセリング

（7） ヤングケアラーへの支援 福祉 ・ 介護 ・ 医療 ・ 教育等の

関係機関の連携と支援体制構

築

（8）  こども ・ 若者の自殺対策、

犯罪などからこども ・ 若

者を守る取組

ＳＯＳの出し方に関する教育

相談先の紹介 ・ 啓発

（9） 多文化共生社会の実現 多文化共生のまちづくり推進計

画の策定

こども ・若者が健や

かに育つことができ

る

ライフステージごとの取組

（1）  妊娠期から乳幼児期への

支援

教室 ・ 健診等でのこどもの育

ちに関する支援

（2） 学童期 ・ 思春期への支援 こどもの居場所づくり

こころの健康への支援

（3） 青年期への支援 結婚 ・ 就労支援、 ニート ・ ひき

こもりへの支援

子育ての喜びや楽し

さを実感できる

子育て当事者に対しての取組

（1）  子育てや教育に係る経済

的負担の軽減

子育てに係る経済的負担の軽

減制度の周知

（2） 共働き ・ 共育ての推進 共働き ・ 共育て環境整備推進

に向けた、 啓発活動や情報発

信

（3） ひとり親家庭への支援 相談支援体制の構築、 継続

（4） 地域子育て支援体制 子育てサークルや民間団体との

連携
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▎こどもまんなかのまちづくりに向けて
■こども・若者の意見聴取と反映
•	 こども会議を継続的に実施します
•	 会議で出された意見に対してのフィードバックや説明を行います
•	 意見を施策として提言できる機会を創出します

■こども・若者の居場所づくり
•	 居場所やさまざまな主体への支援、連携・協働等を行います
•	 こどもが安全に安心して過ごせる場所を提供できるように努めていきます

■庁内の連携体制の構築
•	 	こども家庭センターを核とし、庁内で連携できる体制を構築するとともに、最適な支
援を行えるよう努めていきます

■個人・地域・さまざまな主体の取組や連携
•	 	こどもが自分の意思をもって心も体も成長していけるよう、こどもの思いに寄り添い
ながら、あるべき姿を目指します
•	 	こどもや若者・子育て家庭が地域の活動を通して社会とのつながりを感じることができ、
地域に愛着をもって過ごせるよう、地域の実情に合わせて取組の推進を目指します

•	「こどもまんなか社会」の啓発のため、こども向け・大人向け学習の機会を確保します
•	 子育て支援センターを充実させます
•	 こども会議を開催します
•	 医療的ケア児支援の協議の場を設置します
•	 医療的ケア児に関するコーディネーターを配置します
•	 ヤングケアラー実態調査を行います
•	 ヤングケアラーに係る普及啓発のため、こども向け・支援関係者向け学習会を行います
•	 犯罪被害者等総合支援窓口を設置します
•	 犯罪被害者等支援条例を施行します
•	 安全安心なまちづくり条例を施行します
•	 全妊婦を対象とした出産準備教室を開催します
•	 ひきこもり家族教室を行います
•	 大学受験料等の補助を行います　　　等

▎新しい取組を始めます
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▎第3期子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援事業計画では、子育て中の保護者へのニーズ調査などを通じて、教
育や保育、地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況や将来の利用希望等を把握、推
計し、それに対する具体的な目標を設定して、年次的な計画を策定します。
こども計画は、子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定することができる
とされており、令和 6	年度（2024年度）に「第 2期箕輪町子ども・子育て支援事業計画」
が最終年度を迎えることから、本計画では「第 3期子ども・子育て支援事業計画」と一体
的に策定することとします。

■教育保育事業
小学校就学前児童の教育・保育の需要に対して提供体制の確保を行います。教育・保育
の需要は、就学前児童がいる保護者に対するアンケート調査をもとに算出した必要量の見
込みに基づき、必要利用定員を確保します。
町内には 7つの公立保育園があり、保護者の就労や疾病などの理由から保育の必要性が
認められる場合に保育を提供しています。教育を希望する児童については、町内に認定こ
ども園・幼稚園がないため町外の施設を利用する児童について施設型給付を実施すること
により施設利用の支援を行っています。

■地域子ども・子育て支援事業
教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭も含むすべての
家庭及び子どもを対象として、地域のニーズに応じた多様な子育て支援事業の展開を図り
ます。
子ども・子育て支援法で定められている事業について、町は以下の事業に取り組みます。

①	利用者支援事業
②	地域子育て支援拠点事業
③	乳児家庭全戸訪問事業
④	養育支援訪問事業
⑤	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
⑥	子育て短期支援事業
⑦	子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポートセンター事業 )
⑧	一時預かり事業
⑨	延長保育事業
⑩	病児保育事業
⑪	放課後児童健全育成事業
⑫	産後ケア事業
⑬	子育て世帯訪問支援事業
⑭	児童育成支援拠点事業
⑮	親子関係形成支援事業
⑯	乳児等通園支援事業
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どこに相談していいか分からないときは

★こども家庭センター

場所 ： 箕輪町役場 こども未来課内 （5 番窓口）

電話番号 ： (0265)79-0007 （直通）

小さな相談が、 大切な相談です。

電話でも面談でもご相談できます。匿名でも大丈夫です。秘密は守ります。

ひとりで悩まずに、 まずはご相談ください。

保健師 ・ 家庭相談員が内容に応じて相談をお受けし、 必要に応じて関係機

関へお繋ぎします。


